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国
保
と
老
人
保
健
が
変
わ
り
ま
す
！

医
療
保
険
の
改
正
に
よ
り
医
療
費
の
自
己
負
担
額
な
ど
が
変
わ
り
ま
す　9月30日までの

医療費自己負担限度額（月額）
　10月1日からの
医療費自己負担限度額（月額）

1～3回目 4回目以降（※2） 1～3回目 4回目以降（※2）

一　般
72,300円+

医療費が 241,000 円
を超えた場合は、その
超えた分の1％を加算。

40,200円
80,100円+

医療費が 267,000 円
を超えた場合は、その
超えた分の1％を加算。

44,400円

上位所得者
　　　※1

139,800円+
医療費が 466,000円
を超えた場合は、その
超えた分の1％を加算。

77,700円
150,000円+

医療費が 500,000 円
を超えた場合は、その
超えた分の1％を加算。

83,400円

住民税
非課税世帯 35,400円 24,600円 変更なし

　
70
歳
以
上
ま
た
は
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け
る
方
の
う
ち
、現

役
並
み
所
得
の
あ
る
一
定
以
上
所
得
者（
同
一
世
帯
内
に
課
税
所

得
１
４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
る
場
合
）は
、医
療
機
関
に
支
払
う

自
己
負
担
割
合
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

 

①
高
齢
者
（
一
定
以
上
所
得
者
）の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
己
負
担
が
変
わ
り
ま
す

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で

　
　

２
割

平
成
18
年
10
月
１
日
か
ら

　

  

３
割

※一定以上所得者以外は
１割のまま据え置かれます

 

②
高
額
療
養
費（
高
額
医
療
費
）の

　
　
　
　
　
　
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　
同
じ
月
内
に
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
限
度
額
の
合

計
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
は
高
額
療
養
費
（
高
額
医
療
費
）
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
自
己
負
担
限
度
額
が
一
部
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

　
国
保
の
70
歳
以
上
の
方
、
70
歳
未
満
の
方
お
よ
び
老
人
保
健

の
方
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
限
度
額
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　9月30日までの
医療費自己負担限度額（月額）

　10月1日からの
医療費自己負担限度額（月額）

外来（個人単位）外来+入院（世帯単位）外来（個人単位）外来+入院（世帯単位）
一　般 12,000円 40,200円 12,000円 44,400円

一定以上
所得者 40,200円

72,300円+
医療費が 361,500
円を超えた場合は、そ
の超えた分の1％を
加算。（4回目以降
40,200円）

44,400円

80,100円+
医療費が 267,000
円を超えた場合は、
その超えた分の1％
を加算。（4回目以降
44,400円）

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 変更なし低所得Ⅰ 15,000円

■国保の70歳以上の方および老人保健の方の自己負担限度額

■国保の70歳未満の方の自己負担限度額

※1　基礎控除後の総所得金額などが600万円（9月30日までは670万円）を超える世帯
※2　過去12か月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

 

③
療
養
病
床
に
入
院
す
る
場
合
の

　
　
　
　
食
費･

居
住
費
の
負
担
が
変
わ
り
ま
す

　
療
養
病
床
に
入
院
す
る
70
歳
以
上
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
食
材

料
費
相
当
の
み
を
負
担
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
食
費

（
食
材
料
費
・
調
理
コ
ス
ト
）
と
居
住
費
（
光
熱
水
費
）
を
負
担

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

住民税非課税世帯 30,000 円

年金受給額 80 万円以下等 22,000 円

老齢福祉年金受給者 10,000 円

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で

◇
食
材
料
費
相
当
を
負
担

（
一
ヶ
月
の
負
担
の
め
や
す)

　
２
万
４
０
０
０
円

平
成
18
年
10
月
１
日
か
ら

（
一
ヶ
月
の
負
担
の
め
や
す)

　
食
費　
　
４
万
２
０
０
０
円

　
居
住
費　
１
万
円

※ただし所得の低い方は負担が下記のとお
り軽減されます。（食費と居住費の合計額）

 

④
出
産
育
児
一
時
金
が
変
わ
り
ま
す

　
被
保
険
者
が
出
産
し
た
と
き
に
受
け
ら
れ
る
出
産
育
児
一
時
金

の
支
給
額
が
、現
行
の
30
万
円
か
ら
35
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で

　
一
児
に
つ
き　
30
万
円

平
成
18
年
10
月
１
日
か
ら

　
一
児
に
つ
き　
35
万
円

 

⑥
人
工
透
析
を
要
す
る
上
位
所
得
者
の

　

 　
　
　
自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　
高
額
の
治
療
を
長
期
間
継
続
し
て
行
う
必
要
が
あ
る

疾
病
の
場
合
、
１
か
月
の
自
己
負
担
額
は
１
万
円
ま
で

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
慢
性
腎
不
全
で
人
工
透
析
を

要
す
る
上
位
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
自
己
負
担
限
度
額

が
１
万
円
か
ら
２
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で

　
１
万
円

平
成
18
年
10
月
１
日
か
ら

　
２
万
円

 

⑤
税
制
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す

公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し
・

老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

　
公
的
年
金
控
除
の
見
直
し
お
よ
び
老
年
者
控
除
の
廃

止
に
伴
っ
て
一
定
以
上
所
得
者
に
な
る
人
で
、次
の
い
ず

れ
か
に
あ
て
は
ま
る
人
について
は
、「
自
己
負
担
限
度
額
」

について
の
み
「
一
般
」を
適
用
し
ま
す
。

Ａ

課
税
所
得

１
４
５
万
円
以
上
２
１
３
万
円
未
満

Ｂ
※ 1  

収
入
の  

合
計
金
額 

　　※ 2
高
齢
者
が

一
人
の
世
帯

３
８
３
万
円
以
上

４
８
４
万
円
未
満

高
齢
者
が
二
人

以
上
の
世
帯

５
２
０
万
円
以
上

６
２
１
万
円
未
満

※
１
…
Ｂ
の
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す

※
２
…
70
歳
以
上
の
人
お
よ
び
老
人
保
健
で
医
療
を
受
け

る
人
の
収
入
の
合
計
金
額
で
す

老
年
者
に
係
る
住
民
税
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

　
老
年
者
に
係
る
住
民
税
非
課
税
措
置
の
廃
止
に
伴

い
、
世
帯
は
住
民
税
課
税
世
帯
と
な
る
が
、
同
一
世
帯

の
一
部
の
方
が
住
民
税
非
課
税
に
な
る
場
合
、
住
民
税

非
課
税
者
に
つ
い
て
は
、「
自
己
負
担
限
度
額
」
お
よ

び
「
入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額
」
は
「
低
所
得
Ⅱ
」

を
適
用
し
ま
す
。

※
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
、「
低
所
得
Ⅰ
」
を
適
用

し
ま
す
。

◇
対
象
と
な
る
方

　
住
民
税
課
税
者
が
合
計
所
得
金
額
１
２
５
万
円
以
下

で
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
人
だ
け
の
世

帯
の
住
民
税
非
課
税
者
。

お
問
い
合
わ
せ

 

市
役
所
市
民
課　
国
保
年
金
係

　
☎
�
３
１
１
１　

　

 

内
線
１
５
３
、１
５
４

70歳以上または老人保健で医療を受ける人の
　　　　　　　　所得判定基準（平成18年 8月から）
■一定以上所得者
　同一世帯に課税所得が 145 万円以上の 70 歳以上の方または
老人保健で医療を受ける方がいる場合。
　ただし、70 歳以上の方または老人保健で医療を受ける方の
収入の合計が、2 人以上の場合は 520 万円未満、1人の場合は
383 万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様にな
り、1割の負担となります。
■低所得Ⅱ
　同一世帯員全員が市民税非課税の方（低所得Ⅰ以外の方）
■低所得Ⅰ
　同一世帯員全員が市民税非課税でその世帯の各所得が必要経
費 ･ 控除（年金の所得は控除額を 80 万円として計算）を差し引
いたときに 0 円となる方
※国保の高齢受給者の方の場合は、国保被保険者のみで判定します。


